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T.トドロフのぐ物語分析＞について

ーー要素命題と変換の概念ー一—

好 郁 朗

1. 0 ツヴェタン ・トドロフが『デカメロンの文法』 (1) （以下『文法』と略

記する）で定式化を試みた方法論的諸範疇は，いわゆる＜額縁＞（2）要索を取

り除いた100の物語 (nouvelles)に関し， その統辞部門の単一性と多様性の

（言いかえれば，深層構造と表層構造の）体系を理解可能にするためのもので

あった。 『文法』での トドロフが，個別文学作品『デカメロ ン』の＜文法＞

を素描するにとどまらず，いわゆる構造詩学の一般モデルの構築までを志向

していたことは，その後の トドロフがこれら諸範趙に加えてきた修正と展開

の方向からも，明らかなところであろう。

小論では，＜要素命題＞と＜命題変換＞という範疇をとりあげ，近年めざま

しく理論化の進んだ物語の統辞論的分析 (narratologie)という領域で， トド

ロフの理論がどの程度の有効性を有しているか，測定を試みてみたいと思う。

1 ・ 1 あたかも一般言語学の対象が，ごく限られた要素の組み合せと変形と

から無限の発話を産出する原理としての，われわれ自身の潜在的言語能力で

あり，＜文法＞とはすなわちそのメカ ニズムの抽象化（モデル）にほかならぬ

ごとく ，構造詩学の対象も，無限の文学テクストの産出原理として抽象され 9 19! 

た文学言述 (discoursIi tteraire)の構造（＜文法＞）である。 ところで，＜言

述＞一般を構成する諸要素が自然言語のはたらきの結果であることは言うま

でもない。ただし，それら諸要素の連続としてある言述（たとえば文学言述）

自体の機構が，もはや自然言語のメカ ニズムにのみ支配されてはおらぬこと

も，また明白であろう。

したがって，構造詩学の第一の目椋は，一般言語学の理論的成果をふまえ

ながらも，文学言述に同有の動的メカ ニズム（言語のはたらきの所産である

とともに， 自らは無限の文学テクストの産出原理となる）を解明することで

なければなるまい(3)。

(340) 
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1 ・ 2 
-

)

 

］的とする文学芦述の分折はまず，口述を構成する諸亜

レヴ :::.Jレ，性汀諸要索が相互に保持してい

の全体に対する関係等々についての，方法論的品述を前

こ前者について

うとする傾向が

トドロフ

ることで

的かつ打効t

． ー以lC，酋語学的分割に従って抽

て特定されたものとがヶ

抽象的かつ採作的な均一•

たちの問に認められるのであ

・・ぅょうに，かならずしもそれ以上

なく ，分折の レヴェルに応じ，目的

＇」ヽ 単位（すなわち最小有意毅単位）

クラス

っとも観察の進んでいる物語丘述 (discours

を， トドロフは，対象となった芦述を論理的に

ition)群へと如元する＜命題分析＞（analyse

とづくものと規定しているし）。すなわち，物語

こる＜函り＞ （narration)の構造の最小有

， トドロフの名う＜語りの命題＞（propositionnarrative)であ

つ以上の主辞 (fi変項）と，ひとつの述辞（函数）からなっ

には，店りの命匹の支配要紫たる述辞，ない しはその下位

りの形容詞／動態述辞 ・諾りの勁固）相互H

るのが，物店の統辞詮的分折だと酋えよ う。

1 ・ 3 （全体）に対するOO係は，目的匝因論的に

たる各命四は，要索連続としてのむ述

る日的の完遂を，それぞれに分担しており，その役割 （椀能）

弁別されうるのである(0)。 この紐点から，まず，甘述

に因し，毅務的命雌／任窓命迎(9）という一対の下位ク

その上で，たとえば，統辞論的

を，紋小ないしは＜核＞行述の統辞論的構迭モ

の紐み込みによるこれの＜拡大＞ expansion!•) ， か

を冷ずることができるであろう。 プロップ，レヴィーストロス以

ての物泌分折が， 明示的であるとないとを問わず， ほとんど常に

(341) 
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ジも，やは
前提としてきた＜最小物語＞，ないしは＜基本的物語＞のイメ ー、

り，そうした考え方にもとづくものなのであった。

2. 0 既存の物語のみならず，理論的に可能な物語をも含めて，
すべての物

語の基底に，唯一とはいわず
，一定数の＜最小物語＞構造を想定するとは，

いわば， 自然言語の文法でいう＜基本文型＞，ないしは＜核文＞のごときも

のの存在を，物語言述についても仮定し
， その構成要素の弁別的特性， 機

能， 相互関係等を記述しようとすること である。 この態度は， 『文法』以

来，今日までのトドロフの諸論文に一貫して認められるであろう。ごく最近

の論文Rでトドロフ臼身が規定しているところによれば，この最小物語の統

辞論的構造モデル（以下，＜一般モデル＞と略称する）は，およそのところ

次のように定式化される。

最小物語は，最低限ひとつの動作主体（主辞）についての，同族ではあ

るが異なった 2つの属性を記述する命題グループ，ならびに，一方の属性

から他方の属性への移行を可能にする変換，ないしは媒介の過程を記述す

る命題グルーフ゜から構成されている。すなわち，

XA→PT→XA'exは主辞／AとA'は属性／PTは変換過程）

このように抽象的な一般モデルが，具体的な物語言述の分析に関してどの

程度の関与性を有しているものか，すなわち，現実の物語が，こうしたモデ

ルの＜変形＞としてどこまで説明されうるものか， 『文法』における記述を

手がかりに考えてみよう。

2 ・ 1 ところで，『文法』における トドロフは，観察された100の物語の統辞

論的構造を，前項の一般モデルとはやや異なったモデルに定式化していた。

すなわち，すべての物語は最低限ひとつの＜要素連続＞ （sequence)M)より

なるが，その構成索としては，まず，次のような義務的命題グ）レープ（正確

には，要素命題間の義務的関係）が考えられる。

1.強制命題グ）レープ (relationobligatoire) 

先行＜状況＞の変更 (modification) 過程を記述する命題グループ。状

況変更の＜欲求 ・意志＞から＜行為＞へとい う因果関係（記号⇒）で結ば

れた 2つの命題からなり， 前者は動作主体 (X,y…)の個人的欲求 ・意

志（＜語りの叙法＞ optatif<11)で記述される） として， 後者は動態述辞（＜語

(342) 
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りのi:ih祠a>，すなわち，先行状況変更行為）を合む命題として示される。

Ex. (P)opt x⇒Xa⇒団

2.弛制選択命題グループ (relationalternative) 

a. ひとつの屈性命題 XA, XはAである）と，その逆転 (X-A、X

はAでない），あるいはその未込 (XA)が，時間内で糾起的（＋）に結ば

れている＜屈性逆転 ・命題グループ＞。

Ex. XA+ ・・・・・・X-A 

b. 社会！！i［引的な掟の投犯行為（＜駈りの動詞 b>）と，これの論理的

屈結（＜語りの叙法'>obligatifで記述される）たる処罰の行為（＜語り

の動詞 c>)J{, 1の強制命題グ）レープを媒介にして結ばれている＜罪一

処罰 ・命題グ）レーフ、

Ex. Xb（⇒YcX)obl J._ ·····•YcX 

1の強制印題グループが 2aの命俎グ）レープを媒介している要索辿続は，

＜屈丹T物語＞（histoired'attribut)とよばれる。

Ex. XA+ (X- ~\ opt x⇒Xa⇒X -

1の強紺！命題グ）レープが 2bの命題グループを媒介している要索辿続は，

＜処罰の物語＞ （histoire de punition)とよばれる。

Ex. Xb（⇒YcX)obl-t（YcX)opt Y⇒Ya⇒YcX 

『デカメ ロン』の 100の物語は， すぺて， この二つの払底的物語クイプ

(histoire)のいずれか，ないしはその組合せに遠元されるであろう。

2 ・ 2 『文法』における＜強制命題グ）レープ＞の統辞論的機能を，一般モデ

ルU)＜変換 ・媒介過程＞に対応せしめうることは明らかであろう。これに反

し，＜強制選択命題グ）レープ＞ 2a,2bについては，これを一般モデルの定

＜同族だが異なった 2つの屈性＞に同定せしめようとする限り，いくつカ

の理論的問屈点が指摘されなければならない。

両モデルの間に認められる理論的不if5合は，第一に，一般モデルにおける

＜屈性＞の範日が， 『文法』のそれと同一の一般性 レヴェルにないことから

ている。「文法』にあって一般モデルの＜屈性＞に対応していたのは，むし

る，＜状況＞ （situation)の範Eiである，しかも，この 2つの範応の内包は，

その外延同秘， かならずしも同ーではないのだ。たとえば， 一般モデルの

＜屈性＞が当然に静態述辞で記述されるに対し， 『文法』における＜状況＞

の泣述は，かならずしも静態述辞／動態述辞の分節を前提としていない。す

(3:13) 
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なわち，強制命題グループによって媒介される 2つの状況は，狭義の属性命

題（語りの形容詞）によって記述されるばかりか，ひと組の動態述辞b/cに

よっても記述されていたのである04)。

しかしながら，動態述辞とは，その定義からして，＜状況＞を変える述辞

であった。つまり，その意味論的特性のいかんを問わず，常に先行状況を変

換し，第二の状況を招来せしめる原因となるはずなのである。一方の静態述

辞は，主辞に関する生得的属性，ないしは動態述辞による変換の結果として

の状況（広義の属性）を記述する。『文法』ではしたがって，＜状況の原因＞

であるはずの動態述辞が，＜結果としての状況＞である静態述辞と等価に置

かれていたことになろう。

2 • 3 『文法』のモデルに認められたこの理論的不整合を回避しようとすれ

ば，まず，＜語りの動詞＞b/cの統辞論的機能を，あくまで＜変換 ・媒介＞

のそれに同定できるような修正モデルが考えられなければなるまい。この修

正モデルはまた，もうひとつの語りの動詞aに対する b/cの機能的特性をも

明示できなければならないだろう。

紙幅の都合で具体的物語資料の観察はぬきに，結論のみを提示すれば，少

なくとも『デカメロン』における最小物語要素連続は，次のようなモデルに

定式化されるべきである。

属祖→ ［（筵）欲求⇒行為（掟辺→属性2

トドロフが『文法』で用いた記号で一例を示せば，

Ex. XA+Xb（⇒YcX)obl+ (YcX)opt Y⇒Ya⇒YcX⇒X-A 

ただし〔 〕内の命題グ）レープ（記号列の下線部分）は，その全体が，屈

祖 (Ex.XA)から属性2 (Ex. X-A)への＜変換・媒介過程＞を構成し，

＜欲求⇒行為＞の命題グループが，その中核，すなわち，第一の義務的要素

群をなしている。また（ ）内の命題グ）レ ープ（記号列の二重下線部分）

は， 変換過程の一部ではあるが， あくまでも任意要素群であり， それ自体

が，変換の義務的要素群（欲求⇒行為）によって媒介されている。したがっ

て， 述辞 bは， 直接に属性Aを変換するのではなく， まずは（述辞 c)obl

（掟の命ずるところの顕現化）を惹起し， これが述辞 aに媒介されて Cに実

現（掟の命ずるところの実践）するのであり，属性変換は，以上の過程全体

により媒介される{l5)。

(344) 



T. トドロフのく物語分折＞について --. 57 -

このようにすれば， い文法』のモデルをも，のちの一般モデルとほぼ完全

に同定せしめうるてあろう。ただし，これですべての問頌が紹決したわけで

はない。たとえば，＜掟の侵占行為＞ bと＜掟の拙批化＞ （⇒c)oblの紐辞

論的関係なども，かならずしも明確にされたとは芦いがたい。この点に11/.1す

る『文法』の心心は，純枠に統辞論的な観点よりも，むしろ，罪 ・処冊とい

う日常的な出来事の論理（もしくは倫理）の観点からなされがちであった た

とえば， 『デカメロンJにあってぱ， IFがあって処罰のない物語が多いこと

から，Jレネッサンス人ボッカチオの心徳観が云々されるなど，それ[1体はい

かはど」7追な指低であるにもせよ，物詑の統辞構造（とりわけその深府部で

の構造）の分析から，ただちに結論されて良いことではない。 語られたilt界

としての物語においては，出来ドの辿鎖を， ［］席的な論理とは異なった法則

が支配していることこそ，物p[j-の統辞論的分析の前提になっていたはずなの

である。以下，具体的物苧桝の観察をも加えて，この問題を検討 してみたい。

3・0 『デカメロン... •第一日第四話 C I • 4舌と略す）の＜諭理的要約＞町ま，

ゎよそ次のようになる。

若い修追1f＿りか， たしい娘を人知れず俯尻に辿れ込むが，｛曽院長に発位す

る。処罰をおそれた1竹は，ー計を案じ，1竹院長にも同罪をおかさせる。若

い僧から巧妙に指弾された俯院長は，自分の罪についての沈黙とひきかえ

＼こ，倍の罪を赦す。

3 ・ 1 この物語の基底構造が， 登楊人杓 X /yをめぐる 2つの＜処罰の物

甲クからなっていることは明らかであろう。すなわち，

1. Xは伯たる者 (1丞性A)にあるまじき罪を犯すが，一策をもって処罰

を免れ，俯の身分が呆全する (Aてありつづける）。

XA-,-Xb（->YcX obl-i Y cXJopt x⇒Xa⇒Y-cX⇒XA 

2. yは佃院長（B)にあるまじき罪を犯すが，一策をもって処罰を免れ，

僧院長の身分を保令する (B)^

YB+Yb（⇒XcY)obl+ X cY)opt v⇒Ya⇒X-cY⇒YB 

XとYの屈性（物語の展開に関与的なも の）が，要索述続の日頭と結末にお

いて， 外見上，いささかも変化を見せていないこと （属性変換の回避） こそ，

この物語における第一の構造特性であり，先の修正モデルにおいて，＜処罰の

(345) 
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物語＞にもいわゆる＜属性変換命題グルーフ゜＞が必須としたゆえんである。

ところで，こ の2つの要素連続は，単純に並置されてはおらず，構造的に

かな り複雑な関係で結ばれている。そうした関係を記述するのに最低限必要

と思われる諸命題と，その相互関係を略記すれば，

3. XとYの＜先行状況変更行為＞（ a)は，それぞれに 2つの部分 (a'

/a”)からな り， Xa'は，YがXを処罰せんとしている (Ya') ことへの

＜対抗策＞である。

(YcX)opt Y⇒Ya’⇒Xa' 

4. Xa'は， 「Yが同罪をおかせばXを罰することはない」という Xの論

理的推断 （＜語りの叙法＞ predictifで記述される）にも とづ く＜変換欲

求＞を前提としている。

(Yb⇒Y -cX) pred x⇒ (Yb) opt x⇒Xa' 

5. yはXの策略にはまり，同罪をおかす (Xによる処罰の脅威の出現）。

Xa’⇒Yb（⇒XcY)obl 

6. Xa"は， Yが同罪をおかしたこ との＜指弾＞であり，これによってY

は，「Xを処罰すれば自分も罰せられるだろう」 と論理的に推断する。

Xa”⇒(YcX⇒XcY)pred Y 

7. yは， 処罰回避のための＜状況変更行為＞（a", すなわち，＜赦し

と沈黙の交換＞⑰の申し出）をおこなう。

(X-cY)opt Y⇒Ya" 

8. XがYの罪についての沈黙を約束したのとひきかえに，YもXの罪を

赦す。

X-cY⇒Y-cX 

以上の1~8をいささか強引に一元化すれば，およそ次のようになる叱

XA+YB+Xb（⇒YcX)obl, (YcX)opt Y⇒Ya' 

+ (Y-cX)opt x+ (Yb⇒Y-cX)pred X⇒(Yb)opt x⇒Xa' 

⇒Yb（⇒XcY)obl⇒Xa" 

⇒(YcX⇒XcY)pred Y+ (X-cY)opt Y⇒Ya" 

⇒X-cY⇒Y-cX⇒XA+YB 

3・2 トドロフによれば，いかなる要素命題も，これをよ り表層の レヴェ）V

に移す限り，常にひとつの要素連続として記迩されうる。そこで，このよう

な操作をくり返し，精密化してゆくならば，物語言述の統辞論的表層構造ま

(346) 
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る.. 
と 1:),

うに

一
J

）れる。しかしながら，いかに単純な物距といえ

立ちは，基底要紫連続の構造に比して格段のu-

のなのだ。したがって，前項のような一元的品号列に

＜枯大＞を表示しているだけで....,

--つつ
でさえ

こ， 2つの

として，こ辞b

＜掟の四現化＞

Ex. 

.....―'こ明らかなように， この

るところにト

として，

カニズムも、ともに明示化

ーを表示す

‘’しμ~VJ口心'...対する目的

えたとは言いがたいのである。そうした品i-

のとは異なった方法論的栢店が必要となるよ

と，それにつづいてあらわれる恒常的

レぅ

グループは． 「

ナればならぬ」

をおかし，掟の命ず

している。すt‘

ャ（それを欠けばY

，4(に対してはYによる処町の音威が，それぞれ

しかしながら， 万デカメロン』の＜処罰の

たからと芦って．物語世界内でただちに

1ないのである。

の対象となることを心得て

る

って

る

⇒)に

らって罪をおかしたのはそのためであ

が＇わえている。しかしながら ，かりに

（したがってYにも）知られずにすん

lは， Yに対する荻務として顕現化するはずがなく ，

ならず， ＜状況変投過程＞ （Y -cX)opt x⇒Xa が

じなかったであろう。つまり ，（YcX)oblが Xbと伯

1るためには， 「Yが Xbを知った」という条件がなけ

である叱 Xと同罪をおかす際のYの独白「応された罪

1るものだ」には， 述辞 bと（⇒c)oblとの統辞論的1児係が，

に

分

るように思う。

られていないと信じていた

(347) 
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。ところが，一切が
をひとり占め」すべく， Xを罰しようとしている (Ya')

Xに知られており，自身も (XcY)obl 
の脅威にさらされていることを知っ

たYは， 同じ罪をおかしながっ
辺Xにのみ刑罰を課すことを「恥じる」 (Ya")

に至る。 Ya'/Ya’'とい-
っ，全く正反対なこの二つの行為（あるいはその企図）

が， 「YbがXに知られてい

＜認識過程＞の実現（欠落し
たことをYが知る」という， いわば，ひとつの

ていた認識のおくればせな実現）によって，姓介
されていることに注目したい

。少なくとも I・ 4話においては， 主辞 X/Y

の事態認識に関する特性が，統辞論的に重要なファクターと t
が感知されるであろう。

よっていること

ところで， Xbを知って (YcX)oblを義務と自覚したはずの Yは， ただ

ちに YcXを実行しようとはせず，「すぐさま扉を開けさせる」べきか，「他

の方法で解決」すべきかなどと思案し， はては事件に「興味を覚え」，蔽後

にようやく「女の素状を調べてから」処罰の方法をきめようとしている。Y

のこの＜余裕＞は，明らかに，＜自分だけがすべてを知っている＞者の優越

感から来ていた。そして， Yの場合には誤解（誤った事態認識）にほかなら

ぬこの＜侵越性＞が，物語の＜筋の展開＞に決定的役割を果していることを

思えば， ここでもまた，＜認識過程＞の統辞論的璽要性は到底看過しがたい

のである。

3・3 ここで，特定認識対象 (P) についての一次的認識その認識につい

ての二次的認識（メタ認識）， さらにそれの三次的認識（メタ・メク認識）・・・

という連鎖（＜認識過程＞）を仮定し，そこに一次認識＜二次認識＜三次籾

識•••と いう，階屈性にもとづく＜優劣関係＞があるものと措定してみよう 。

今かりに，この認識過程内に 2つの異なった認識主体 (X/Y)が交互に分

布されているケースを例示すれば，

(P)をXが知るりをYが知る勺をXが知る勺をYが知るし．．．．

(P) sv1幻sv2幻sv孜〕sv4Y・・・・・・

記号列の最後に来る認識主体が， （P) についての紺識過程内では紋終的

な優位を与えられる。また， （P)が語りの命題であるとすれば，記号列が

Pのみからなるケースも考えられ，命題主辞が，誰にも知られずに命題述辞

を実現していることが示される。なお，「…をYが知る〕をXが知らない・・・

といっ たケースの表記が必要な場合は，…SVY〕ーsvx・・・のようにする。

(348) 
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ところで， I ・ 4話の Xb/Yb をぶ識対象とした＜認識過程＞は，あらま

し次のように要約できる。

XbがYに発党する〕 Yに発立したことにXが気づく〕 Xが気づいたこ

とをYは知らない〕 Xが気づいたとはYが思っていないことをXが知る。

(Xb sv℃ sv2xJ-sv3幻sv4x

YbはXに知られている〕 Xに知られたことにYは気づかない〕Yが気

づいていないことをXが知る

(Yb) sv1x〕ーsv2＼▼〕sv炊

なお， Xbに関する一sv3Yは， Yが誤って sv2xを否定した因ことを示

し， Ybにおける一sv2Yは， Yが sv1xを誤って否定していることを示

す。したがって， Xbに閃する＜認識過程＞では， XとYの間に次のような

優劣関係が諾められる。

Y は， sv1における自分の一時的優位 (sv2x によって否定される）を

決定的なものと信じている（誤った優越性）。

Xは， sv2の侵位に加えて，sv4(Yが一sv3という誤った認識にもとづ

いて行動していることの陀知）という二正の侵越性を有している

一方， Ybについての＜認識過程＞では，

Yは， sv1による Xの優位を知らず， 自分の優位（自分の罪がXに知

られていない）を信じている（誤った優越性ー）。

Xは， sv1と sいの二重の優越性を有している。

『デカメロン』 I・ 4話の 2つの基底要索辿続 (Xbを含むもの／Ybを含

むもの）のいすれにおいても， Yの優位は誤った認識にもとづくものでしか

なく，認識過程における真の優位は，常にXの側にあった。 XaおよuYa 

という 2--iの＜変換行為＞の力関係も，そうした認識の優劣閃係をそのまま

に反映するであろう。 先にも述ぺたように竺 Xaを構成する Xa'とXa"

は， Yaを構成する Ya'を，当初の目的とは正反対の Ya"へと変換 ・媒介

しえたのであるが，その打後には，Yの認識に対するXの認識の優越にもと

づくところの， Xa>Yaという優劣関係が潜在していたのである。僧院長とし

てのYと下級佃としてのXとは，その社会的地位はもちろん，物語の冒頭に

おける状況（掟に照せば，非は一方的にXにある）についても，むしろY>

(349) 
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Xという関係にあったはずなのだが，

識の優劣関係と対立し，遂にはY
これが，物語の世界内に実現されるμt{

語の＜面白さ＞があり，
<xへと逆転してゆくことにこそ，この物

＜モラル＞があったのだと言えよう。
先にも述べたように， 『デカメ

ロン』の I・ 4話は 2つの＜処岡の物ufi・>
からなっている。ただし，この 2つの姑底要索連続が表雇的な＜筋＞ （トマ

シェフスキーの＜シュジェート＞， トドロフの narration)へと生成する過

程は，両者の単純な並四などで記述 しつくせるものでなかった。 ドロフ [1身

は，基底要素連続間の関係を，形式的分類（たとえは， 2つの要索辿続1/

2の連辞的関係は， 1-2型， 1-2-1型， 1ー 2-1-2型のいずれか

である）で十二分に記述でき るとしているのであるが， このようなモデルが

妥当するのは，あくまで，基底統辞部門でのことに限られるであろう。基底

要素連続から＜筋＞への生成を記述するには，たとえば3・ 1で示した，心号

列などにくらべて，より生産的な＜変換装岡＞のモデルを考えねばならない

はずである。 I・ 4話の例で言えば，Xb/Ybという 2つの要素命題に対する

登場人物たち (I・ 4話では X/Y) の認識の性質と変化， 言いかえれば，

命題 Xb/Ybの＜認識変換＞のレヴェルにこそ，そうした変換装四を拮定す

る可能性がうかがえるように思う。

3・4 比較的最近の論文四において トドロフは，＜語りの変換＞（transfor・

mation narrative)という概念を，＜語りの述辞＞のu己述と分類のための）j

法論的範話として提起している。そこで言う＜変換＞とは，本来，辿辞的OO

係からは切り離された＜語りの命題＞を 2つづつ対にしてとりあげた楊合，

そこに共通の基底要素（核命題）が認められ，それぞれがこの基底命題の亦

換命題とみなしうることを指す。たとえば，

1. X commet un crime. 

2. X ne commet pas de crime. 

3. Y apprend que X commet un crime. 

において，2は 1のマイ ナス変換（ トドロフの言う statutの変換）であり，

3は1の認識変換 (connaissanceの変換）である。現在のところトドロフ

は，単一変換（基底述辞を特定化する操作子，たとえば，様態，否定などの

加わる変換） と複合変換（基底述辞以外に第二の辿辞が加わる変換）を措定

し，そのそれぞれに 6種の変換を認めている。 (mode, intention, resultat, 

maniere, aspect, statut/apparence, connaissance, description, supposition, 
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subjecti,・ation, attitude)へただし，あくまでも「諭理的」 （したがって普辿

的）であろうとするこの分類も，現在のところは，フランス語において「';ミ

易に観察されうるもの」の列挙にとどまっており，これ以外の分類の可能性

を排除するものではない。

トドロフの言う＜虔識変換＞を例にあげるなら ば， これは， observer, 

apprendre, deviner, savoir, ignorer （フラ ンス語の動詞の例をあげたにす

ぎない）等， 「認識のさまざまな段階と様態をよ辿する述辞」が＜核命題＞

に加わる変換，すなわち， 「別の述辞が明示している行為についての認識に

関する変換」である。つまり『デカメロン』 I・ 4話について小論で分析し

てきた＜認識過程＞とは， Xb/Ybという 2つの要索命題についての，認識変

換命題群の体系にほかならなかったのである。ただし， トドロフ の＜変換＞

は，基本的には意味論的範Uであった。つまり ，同じく変換，あるいは変形

と言っても，たとえば生成文法で言うところの＜文の変形＞が，深屈構造か

ら表陪文への生成を媒介する変換装四のモデルとして措定されるに対し， ト

ドロフの＜変換＞は，いわば表屈文相互問の範列的（意味論的）関係を心述

し，分類するための範kiである。言いかえれば，物品の＜筋＞ （物語の索材

としての出来ごとの連鎖ではなく ，物語られた出来ごと相互間の組紙）のレ

ヴェルに，特定の命題（たとえば Xb,Yb)が，さま ざまな変換を受けてあ

らわれる ことに注目し，それら変換命題群の範列的関係をuじ述するものであ

り， かつまた， 特定のテクス トがたえず特定の変換への偏向 （たとえば，

H. ジェイムスにおける認識変換~)を示すことを根拠として， ＜テクスト

の頚型学＞にまで至らんとするものであった。それに対し，小論では，認識

変換命題間の述辞的閲係をは察し，＜変換＞の概念が統辞論的にも有効なこ

とを示そうとしたのである。なお，今回は詳述する余裕も ないが，ここで扱

った認識変換のみならず， トドロフの分類している変換のすべてが，物品の

深屈的統辞構造から表屈的な＜筋＞への生成を心辿するに際し， トニ分にi,9:！

作的な概念となりえるように思っている。

1975/9/30 

註 ，
(1) Tzvetan Todorov : Grammaire du Decameron, 1·1o~~• 1~6~: 
(2) 「デカメロンjは，山米＜額緑文学＞とよばれている。冒頭の「序詞」 ，巻末の

(351) 
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